
                   

 １ 総括 

 

 （１）人件費の状況（普通会計決算） 

区 分 

住 民 基 本 

台 帳 人 口 
（平成 25 年度末） 

歳 出 額 

（Ａ） 
実質収支 

人件費 

（Ｂ） 

人件費率 

（Ｂ／Ａ） 

24年度の 

人件費率 

Ｈ25年度 
人 

46,306 

千円 

20,945,500 

千円 

637,156 

千円 

3,060,915 

％ 

14.6 

％ 

13.9 

 

 

 （２）職員給与費の状況（普通会計決算） 

区 分 
職員数 

（Ａ） 

給   与   費 一人当たり 

給与費 

（Ｂ／Ａ） 

 類似団体平均 

一 人 当 た り 

給 与 費 給 料 職員手当 期末・勤勉手当 計（Ｂ） 

Ｈ25年度 
人 

342 

千円 

1,269,464 

千円 

204,863 

千円 

450,706 

千円 

1,925,033 

千円 

5,628 

千円 

5,581 

  （注）１ 職員手当には退職手当を含まない。 

     ２ 職員数は平成25年4月1日現在の人数である。 

     ３  給与費については、任期付短時間勤務職員（再任用職員（短時間勤務））の給与費が含まれており、職員数には当該職員を含んでいな

い。 

 

  （３）ラスパイレス指数の状況（各年４月１日現在） 

 

 

       （注）１ ラスパイレス指数とは、全地方公共団体の一般行政職の給料月額を同一の基準で比較するため、国の職員数（構成）を用いて、

学歴や経験年数の差による影響を補正し、国の行政職俸給表（一）適用職員の俸給月額を１００として計算した指数。 

２ 類似団体平均とは、人口規模、産業構造が類似している団体のラスパイレス指数を単純平均したものである。 

                ３  平成24年及び平成25年は、国家公務員の時限的な（２年間）給与改定・臨時特例法による給与減額措置がないとした場合の   

値である。 
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北茨城市の給与・定員管理等について 



 ２ 職員の平均給与月額、初任給等の状況 

 

 （１）職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（平成２６年４月１日現在） 

 

   ①一般行政職 

区  分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額 
平均給与月額（国ﾍﾞｰ

ｽ） 

北 茨 城 市 42.8歳 317,746円 362,119円 340,171円 

茨 城 県 42.9歳 338,301円 417,093円 372,334円 

国 43.5歳 335,000円 ― 408,472円 

類 似 団 体 43.0歳 322,530円 372,533円 346,990円 

      

 

   ②技能労務職 

区  分 

公 務 員 民   間 参考 

平均年齢 

 

職員数 平均給料月額 

    

平均給与月額 

   （A） 

平均給与月額 

（国比較ベース） 

民間の類似職種 平均年齢 

 

平均給与月額 

 （B) 
A／B 

 北 茨 城 市 52.7歳 24人 307,045円 334,175円 319,100円 ― ― ― ― 

 

 

 

 

 

うち清掃員 54.3歳 3人 308,233円 333,867円 326,900円 
廃棄物処理 

業 従 業 員 
44.7歳 288,100円 1.15 

うち学校給食

調 理 員 
50.9歳 6人 301,466円 307,450円 307,450円 調 理 師 46.4歳 239,900円 1.28 

うち用務員 56.9歳 7人 294,114円 309,088円 299,729円 用 務 員 54.3歳 199,300円 1.50 

うち運転手 47.5歳 4人 312,450円 368,471円 333,500円 
自家用乗用 

自動車運転手 
54.4歳 192,900円 2.02 

うちその他 52.5歳 4人 331,750円 384,098円 350,225円 ― ― ― ― 

茨 城 県 52.0歳 336人 343,516円 390,167円 366,343円 ― ― ― ― 

国 50.1歳 
3,119

人 
287,992円 － 326,611円 ― ― ― ― 

類 似 団 体 49.7歳 21人 304,468円 326,175円 315,565円 ― ― ― ― 

 

区  分 

参   考 

年収ベース（試算値）の比較 

公務員（C） 民 間（D） C／D 

 

北茨城市 ― ― ― 

うち清掃員 5,294,604円 3,939,100円 1.34 

うち学校給食調理員 4,941,100円 3,225,400円 1.53 

うち用務員 4,906,856円 2,747,000円 1.79 

うち運転手 5,750,252円 2,472,000円 2.33 

     ※民間データは、賃金構造基本統計調査において公表されているデータを使用している。（平成 23 年～25 年の 3 ヶ

年平均） 

    ※技能労務職の職種と民間の職種等の比較にあたり、年齢、業務内容、雇用形態等の点において完全に一致している

ものではない。 

    ※年収ベースの「公務員（C）」及び「民間（D)」のデータは、それぞれ平均給与月額を１２倍したものに、 

公務員においては前年度に支給された期末・勤勉手当、民間においては前年に支給された年間賞与の額を 

加えた試算値である。 



 

   注  １ 「平均給料月額」とは、平成２６年４月１日現在における各職種ごとの職員の基本給の平均である。 

        ２ 「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域手当、住居手当、時間外勤務手当などのすべ

ての諸手当の額を合計したものであり、地方公務員給与実態調査において明らかにされているものである。 

        また、「平均給与月額（国比較ベース）」は、比較のため、国家公務員と同じベース（＝時間外勤務手当等を除

いたもの）で算出している。 

     ３ 国家公務員欄における「平均給料月額」及び「平均給与月額(国比較ベース)」の括弧書きは、給与改定・臨時特

例法による給与減額措置がないとした場合の値(減額前)である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （２）職員の初任給の状況（平成２６年４月１日現在） 

区 分 北茨城市 茨城県 国 

一般行政職 
大 学 卒 172,200円 172,200円 172,200円 

高 校 卒 140,100円 140,100円 140,100円 

技能労務職 
高 校 卒 137,200円 137,200円 ― 

中 学 卒 129,200円 129,200円 ― 

  

 

 

 

（３）職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（平成２６年４月１日現在） 

区  分 経験年数10年 経験年数 20年 経験年数 25年 経験年数30年 

一般行政職 
大学卒 259,300円 336,900円 371,500円 385,800円 

高校卒 ― 308,000円 341,200円 377,600円 

技能労務職 
高校卒 ― 289,000円 300,700円 310,200円 

中学卒 ― ― ― ― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



３ 一般行政職の級別職員数等の状況 

 

 （１）一般行政職の級別職員数の状況（平成２６年４月１日現在） 

 

   （注）１ 北茨城市の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数である。 

      ２ 標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務である。 

 

  （注） 平成１８年に９級制から７級制に変更している。（旧給料表の１級及び２級並びに４級及び５級をそれぞれ統合）  

 

 

（２）昇給への勤務成績の反映状況 

    

一律支給している。 

 

１級16.5%
１級12.1%

１級5.6%

２級8.7%

２級6.9%

２級6.9%

３級33.5%

３級36.6%

３級37.8%

４級24.8% ４級28.0%

４級32.1%

５級9.6% ５級8.6% ５級9.2%

６級3.0% ６級3.9%
６級8.0%

７級3.9% ７級3.9%
７級0.4%

平成26年の構成比 １年前の構成比 ５年前の構成比

区  分 標準的な職務内容 職員数 構成比 
１号級の 

給料月額 

最高号級の

給料月額 

１級 主事、主事補 ３８人 16.5% 135,600円 243,700円 

２級 主幹 ２０人 8.7% 185,800円 307,800円 

３級 係長、主任 ７７人 33.5% 222,900円 354,700円 

４級 主査、課長補佐、副主査 ５７人 24.8% 261,900円 388,300円 

５級 課長 ２２人 9.6% 289,200円 400,600円 

６級 部長、次長、参事、副参事 ７人 3.0% 320,600円 422,600円 

７級 部長、次長 ９人 3.9% 366,200円 456,200円 



 ４ 職員の手当の状況 

  

（１）期末手当・勤勉手当 

北茨城市 茨城県 国 

１人当たり平均支給額（H25年度） 

          １，３８１千円 

１人当たり平均支給額（H25年度） 

          １，６６２千円 
― 

（平成２５年度支給割合） 

期末手当      勤勉手当 

２．６月分     １．３５月分 

（1.45）月分     （0.65）月分 

（平成２５年度支給割合） 

期末手当      勤勉手当 

２．６月分      １．３５月分 

（1.45）月分     （0.65）月分 

（平成２５年度支給割合） 

期末手当      勤勉手当 

２．６月分      １．３５月分 

（1.45）月分     （0.65）月分 

（加算措置の状況） 

職制上の段階、職務の級等による加算

措置 

・役職加算   ５％～１５％ 

（加算措置の状況） 

職制上の段階、職務の級等による加算

措置 

・役職加算   ５％～２０％ 

・管理職加算 １５％～２５％ 

（加算措置の状況） 

職制上の段階、職務の級等による加算

措置 

・役職加算   ５％～２０％ 

・管理職加算 １０％～２５％ 

   （注）（  ）内は、再任用職員に係る支給割合である。 

  

 【参考】勤勉手当への勤務実績への反映状況（一般行政職） 

一律に支給している。 

 

 

  （２）退職手当（平成２６年４月１日現在） 

北茨城市 国 

（支給率） 自己都合 勧奨・定年 （支給率） 自己都合 勧奨・定年 

勤続２０年 21.62月 27.025月 勤続２０年 21.62月 27.025月 

勤続２５年 30.82月 36.57月 勤続２５年 30.82月 36.57月 

勤続３５年 43.70月 52.44月 勤続３５年 43.70月 52.44月 

最高限度額 52.44月 52.44月 最高限度額 52.44月 52.44月 

その他の加算措置  定年前早期退職特例 その他の加算措置  定年前早期退職特例 

   措置（割増率 2％～45％）   措置（割増率 2％～45％） 

1人当たり平均支給額 2,316千円 22,624千円       

   （注）退職手当の1人当たり平均支給額は、平成２５年度に退職した前職種に係る職員に支給された平均額である。 

  

 

（３）地域手当 

     制度なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（４）特殊勤務手当（平成２６年４月１日現在） 

支給実績（平成２５年度決算） ２４，４８０千円 

支給職員１人当たり平均支給年額（平成２５年度

決算） 
１６０，０００円 

職員全体に占める手当支給職員の割合（平成２５

年度） 
２８．７％ 

手当の種類（手当数） １３ 

手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務 

支給実績 

（平成25年度

決算） 

左記職員に対する支給単価 

税務手当 税務職員 
市税の滞納整理、財産差押

え 
166千円 

競売…400円／回 

財産差押え…400円／回 

感染症防疫作業手

当 
感染症防疫に従事する職員 

病原体の付着した物件の処

理 
－千円 400円／日 

行旅死亡人・変死

人処理手当 

行旅死亡人・変死人の処理に従事

する職員 
行旅死亡人・変死人の処理 －千円 5,000円／回 

社会福祉業務手当 

社会福祉業務現業員、査察指導

員、身体障害者福祉主事、児童福

祉司 

左の者がその業務に従事し

た場合に支給 
432千円 4,000円／月 

植物防疫作業手当 植物防疫作業に従事する職員 
人体に有害な薬品を取扱う

植物防疫作業 
－千円 400円／月 

ごみ収集作業手当 ごみ収集作業に従事する職員 ごみ収集作業 238千円 500円／日 

動物死体処理手当 動物死体処理に従事する職員 動物死体処理 10千円 400円／日 

火葬手当 火葬に従事する職員 火葬場における死体の火葬 469千円 1,000円／回 

舗装工事手当 舗装工事に従事する職員 
スプレヤー取扱、上層工作

業 
－千円 500円／日 

救急業務手当 消防職員 
傷病者の医療機関等への緊

急搬送業務 
2,624千円 

救急救命士 510円／回 

その他職員 200円／回 

市立総合病院業務

手当 
医師 

左の者がその業務に従事し

た場合に支給 
20,753千円 医 師 給料月額の22％以内 

地籍調査作業手当 地籍調査業務に従事する職員 境界確認、測量 123千円 200円／日 

蜂駆除作業手当 蜂駆除に従事する職員 
雀蜂駆除に従事した場合に

支給 
96千円 500円／回 

 

 

（５）時間外勤務手当 

支給実績（平成２５年度決算） 102,145千円 

支給職員１人当たり平均支給年額（平成２５年度決算） 275千円 

支給実績（平成２４年度決算） 113,904千円 

支給職員１人当たり平均支給年額（平成２４年度決算） 214千円 

  

 

 

 

 

 

 

 



（６）その他の手当（平成２６年４月１日現在） 

手当名 内容及び支給単価 
国の制度 

との異同 

国の制度と 

異なる内容 

支給実績 

（平成２５年度決

算） 

支給職員１人当たり 

平 均 支 給 年 額 

（平成２５年度決

算） 

扶 養 手 当 

○配偶者          13,000円／月 
○配偶者以外の扶養親族 
          1人につき6,500円／月 
（職員に配偶者がない場合、そのうち１人に
ついては11,000円／月） 
○満16歳の年度初めから満22歳の年度末ま 
 での子がいる場合の加算額 
         １人につき5,000円／月 

同じ  57,137千円 243,137円 

住 居 手 当 

○月額12,000円以上支払っている職員に対し 
 家賃等の額に応じ    最高月額 27,000円 
○自ら所有に係る住宅を新築、購入した職員 
 に対し取得後5年間に限り   2,500円／月 

同じ  17,573千円 288,079円 

通 勤 手 当 

○交通機関利用者 最高月額 55,000円 

○自動車等使用者 距離に応じ 

       2,400円／月～26,100円／月 

異なる 

自動車使用

者に限り、距
離に応じ月
400 円 ～

1,600 円の
加算あり 

32,114千円 69,812円 

管 理 職 手 当 

○支給額 
部長：65,000円、次長：50,000円、 
参事：45,000円、副参事：43,000円、 
課長：40,000円、室長・主査：35,000円、 
課長補佐：30,000円 

同じ  55,171千円 479,749円 

休日勤務手当 

祝日法における休日及び年末年始の休日に勤
務した場合に支給 
支給額＝1時間当たりの給与額×135／100× 
    勤務時間数 

同じ  16,497千円 305,503円 

初任給調整手当 
医師及び歯科医師の資格を有する職員に対し
医大等を卒業した経過年数により支給 

異なる 国より少額 8,058千円 1,611,600円 

夜間勤務手当 

正規の勤務時間として午後10時から翌朝午前
5時に勤務した場合に支給 
支給額＝1時間当たりの給与額×25／100× 
    勤務時間数 

同じ  13,400千円 126,412円 

宿 日 直 手 当 

市役所日直…4,500円／回 

病院宿日直…職種、勤務時間により、 

      5,000円／回～50,000円／回 

異なる 国4,200円 10,259千円 269,976円 

単身赴任手当 
基本額23,000円に距離に応じ、6,000円から 

45,000円を加えた額 
同じ  0千円 － 

災害派遣手当 

災害応急対策又は災害復旧のため派遣された

職員に対し、本市に滞在する期間、施設の区分

に応じ、3,970円／日～6,620円／日を支給。 

  0千円 － 

管理職員特別 

勤 務 手 当 

管理職員が、臨時又は緊急の必要により、週休
日、休日、年末年始の休日に勤務した場合支給。 
部長～参事：8,000円／回 
副参事～主査：6,000円／回 
課長補佐：4,000円／回 
（勤務時間が6時間超の場合はそれぞれ 
150／100を乗じた額） 

同じ  1,296千円 17,280円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ５ 特別職の報酬等の状況（平成２６年４月１日現在） 

区   分 給   料   月   額   等 

給 

 

料 

  （参考）類似団体における最高／最低額 

市    長 

副 市 長 

８７０，０００円 

７１４，０００円 

       1,010,000円  ／ 389,500円 

         800,000円  ／ 544,000円 

報 

 

酬 

議    長 

副  議  長 

議    員 

４６１，０００円 

４１３，０００円 

３９１，０００円 

         500,000円  ／ 274,000円 

         450,000円  ／ 234,000円 

      420,000円  ／ 220,000円 

期

末

手

当 

市    長 

副 市 長 

  （平成２６年度支給割合） 

           ２．９５月分 

議    長 

副  議  長 

議    員 

  （平成２６年度支給割合） 

           ２．９５月分 

退
職
手
当 

   （算定方式）         （1期の手当額）     （支給時期） 

市    長 

副 市 長 

870,000円×在職年数×550／100    1,914万円       （任期毎） 

714,000円×在職年数×310／100     885万円       （任期毎） 

 （注）退職手当の「１期の手当額」は、4月１日現在の給料月額及び支給率に基づき、１期（４年＝４８月）勤めた場合における退職手当 

    の見込額である。 

 

 ６ 職員数の状況 

 （１）部門別職員数の状況と主な増減理由                      （各年４月１日現在） 

     区分 

部門 

職 員 数 
主 な 増 減理 由 

平成 25年 平成 26年 増減数 

普

通

会

計

部

門 

一 

般 

行 

政 

部 

門 

議 会 

総 務 

税 務 

民 生 

衛 生 

農 林 水 産 

商 工 

土 木 

５ 

７３ 

２５ 

２９ 

３１ 

２３ 

７ 

２３ 

５ 

７１ 

２５ 

２７ 

２８ 

２２ 

８ 

２３ 

 

△２ 

 

△２ 

△３ 

△１ 

１ 

  

 

事務の統廃合等 

 

退職者不補充 

退職者不補充 

事務の統廃合等 

業務分担の変更等 

 

計 ２１６ ２０９ △７ 

＜参考＞ 

人口10,000人当たり職員数 45.13人 

（類似団体の人口10,000人当たり職員数69.15人） 

教 育 ４４ ４３ △１ 退職者不補充 

消 防 ８３ ８２ △１  退職者不補充 

小  計 ３４３ ３３４ △９ 

＜参考＞ 

人口10,000人当たり職員数 72.13人 

（類似団体の人口10,000人当たり職員数91.64人） 

公
営
企
業
等
会
計
部
門 

病 院 

水 道 

下 水 道 

そ の 他 

１３９ 

２０ 

６ 

２３ 

１４１ 

２３ 

７ 

２２ 

  ２ 

３ 

１ 

△１ 

医師確保 

業務分担の変更等 

業務分担の変更等 

業務分担の変更等 

小 計 １８８ １９３   ５  

合  計 

５３１ 

［８５

７］ 

５２７ 

［８５

７］ 

△４ 
＜参考＞ 

人口10,000人当たり職員数 113.81人 

    （注）１ 職員数は一般職に属する職員数である。 

        2 ［  ］内は、条例定数の合計である。 



 （２）年齢別職員構成の状況（平成２６年４月１日現在） 

 

 

区 分 

２０歳 ２０歳 ２４歳 ２８歳 ３２歳 ３６歳 ４０歳 ４４歳 ４８歳 ５２歳 ５６歳 ６０歳 

計   ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ 

未満 ２３歳 ２７歳 ３１歳 ３５歳 ３９歳 ４３歳 ４７歳 ５１歳 ５５歳 ５９歳 以上 

職員数 8 27 46 22 38 52 57 63 53 74 84 3 531 

 

 

 （３）職員数の推移                                 （単位：人・％） 

年 度 

部門別 
平成 21年 平成 22年 平成 23年 平成 24年 平成 25年 平成 26年 

過去 5年間の増減数

(率) 

一 般 行 政 ２４２ ２３３ ２３７ ２２１ ２１６ ２０９ 
△  ３３ 

（△13.6％） 

教 育 ５４ ４８ ４５ ４６ ４４ ４３ 
△  １１ 

（△20.4％） 

消 防 ８５ ８３ ８２ ８２ ８３ ８２ 
△    ３ 

（△ 3.5％） 

普 通 会 計 計 ３８１ ３６４ ３６４ ３４９ ３４３ ３３４ 
△  ４７ 

（△12.3％） 

公営企業等会計計 ２０７ ２０２ １９５ １８５ １８８ １９３ 
△  １４ 

（△6.8％） 

総 合 計 ５８８ ５６６ ５５９ ５３４ ５３１ ５２７ △６１（△10.4％） 

（注）１ 各年における定員管理調査において報告した部門別職員数。 
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７ 公営企業職員の状況 

 

 （１）水道、工業用水道事業 

 

   ①職員給与費の状況 

    ア 決算 

区 分 事  業 
総 費 用 

（Ａ） 

純損益又は 

実質収支 

職員給与費 

（Ｂ） 

総費用に占める 

職員給与費比率 

（Ｂ／Ａ） 

(参考) 

H24年度総費用に占

める職員給与費比率 

Ｈ25年度 

 千円 千円 千円 ％ ％ 

水   道 893,309  65,880 153,728 17.21 17.98 

工業用水道 183,773 5,453 13,284 7.23 7.29 

         

区 分 事業 
職員数 

（Ａ） 

給   与   費 一人当た

り 

給与費 

（Ｂ／

Ａ） 

 （参考） 
市町村平均一
人当たり給与
費 

給 料 職員手当 期末勤勉手当 
計

（Ｂ） 

Ｈ25年度 

 人 千円 千円 千円 千円 千円  千円 

水 道 20 83,839 9,990 30,031 123,860 6,193  ６，１２３ 

工 水 2 7,425 599 2,665 10,689 5,345  ６，０８４ 

      （注）１ 職員手当には退職給与金を含まない。 

         ２ 職員数は平成25年3月31日現在の人数である。 

    

   ②職員の基本給、平均月収額及び平均年齢の状況（平成２６年４月１日現在） 

区  分 事業 平均年齢 基本給 平均月収額 

北茨城市 
水 道 46.9歳 352,394円 383,182円 

工 水 34.7歳 231,100円 236,200円 

団体平均 
水 道 45.0歳 369,422円 571,146円 

工 水 45.4歳 343,373円 528,594円 

    （注） 平均月収額には、期末・勤勉手当等を含む。 

 

   ③職員の手当の状況 

    ア 期末手当・勤勉手当 

北茨城市 北茨城市（一般行政職） 

１人当たり平均支給額（平成２５年度） 

       水道事業    １，５０２千円 

       工業用水道事業 １，３３３千円 

１人当たり平均支給額（平成２５年度） 

              １，３８１千円 

                       

（平成２５年度支給割合） 

     期末手当      勤勉手当 

      ２．６月分    １．３５月分 

     （ － ）月分   （ － ）月分 

（平成２５年度支給割合） 

     期末手当      勤勉手当 

      ２．６月分    １．３５月分 

     （ － ）月分  （ － ）月分 

（加算措置の状況） 

 職制上の段階、職務の級等による加算措置 

 ・役職加算   ５％～１５％ 

（加算措置の状況） 

 職制上の段階、職務の級等による加算措置 

 ・役職加算   ５％～１５％ 

      （注）（  ）内は、再任用職員に係る支給割合である。 



イ 退職手当（平成２６年４月１日現在） 

北茨城市 北茨城市（一般行政職） 

（支給率） 自己都合 勧奨・定年 （支給率） 自己都合 勧奨・定年 

勤続２０年 21.62月 27.025月 勤続２０年 21.62月 27.025月 

勤続２５年 30.82月 36.57月 勤続２５年 30.82月 36.57月 

勤続３５年 43.70月 52.44月 勤続３５年 43.70月 52.44月 

最高限度額 52.44月 52.44月 最高限度額 52.44月 52.44月 

その他の加算措置 
その他の加算措置 

（2％～20％加算） 

 その他の加算措置措置

（2％～20％加算） 

1人当たり平均支給額        － 千円 － 千円 １人当たり平均支給額  2,316千円 22,624千円 

  （注） 退職手当の１人当たりの平均支給額は、平成２５年度に退職した職員に支給された平均額である。 

 

    ウ 地域手当 

       支給していない 

 

    エ 特殊勤務手当（平成２６年４月１日現在） 

支給実績（平成２５年度決算） 
水道事業          ２０千円 

工業用水道事業        ０千円 

支給職員１人当たり平均支給年額（平成２５年度決算） 
水道事業        ３，３３３円 

工業用水道事業         ０円 

職員全体に占める手当支給職員の割合（平成２５年度） 
水道事業         ３０．０％ 

工業用水道事業         ０％ 

手当の種類（手当数）                  １ 

手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務 左記職員に対する支給単価 

深夜漏水事故処理出動手当 
深夜漏水事故処理に従事する

職員 
深夜漏水事故処理 2,000円／回 

 

    オ 時間外勤務手当 

支給実績（平成２５年度決算） 
水道           ２，８２６千円 

工業用水道          ２２０千円 

支給職員１人当たり平均支給年額（平成２５年度決算） 
水道          ２０１，８５７円 

工業用水道       １１０，０００円 

支給実績（平成２４年度決算） 
水道           １，８８３千円 

工業用水道          １０９千円 

支給職員１人当たり平均支給年額（平成２４年度決算） 
水道          １４４，８４６円 

工業用水道        ５４，５００円 

     （注）時間外勤務手当には、休日勤務手当を含む。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   カ その他の手当 

手当名 内容及び支給単価 
国の制度 

との異同 

国の制度と 

異なる内容 

支給実績 

（平成２５年度決

算） 

支給職員１人

当 た り 

平均支給年額 

（平成２５年

度 決 算 ） 

扶 養 手 当 

○配偶者          13,000円／月 
○配偶者以外の扶養親族のうち２人まで 
               6,000円／月 
（職員に扶養親族でない配偶者がある場合 
 １人につき）         （6,500円／月） 
（職員に配偶者がない場合１人につき） 
                （11,000円／月） 
○その他の扶養親族１人につき 
                5,000円／月 
○満１６歳の年度初めから満２２歳年度末ま 
 での子がいる場合の加算額１人につき 
                5,000円／月 

同じ  
水道  3,315千円

工水    294千円 

255,000円 

294,000円 

住 居 手 当 

○月額12,000円以上支払っている職員に対し 
 家賃等の額に応じ    最高月額 27,000円 
○自ら所有に係る住宅を新築、購入した職員 
 に対し取得後5年間に限り   2,500円／月 

同じ  
水道     0千円 

工水     0千円 

－  

－ 

通 勤 手 当 

○交通機関利用者 最高月額 55,000円 

○自動車等使用者 距離に応じ 

       2,400円／月～26,100円／月 

異なる 

自動車使用
者に限り、距

離に応じ月
400 円 ～
1,600 円の

加算あり 

水道   1,020千円 

工水     86千円 

56,667円 

43,000円 

管 理 職 手 当 

○支給額 
部長：65,000円、次長：50,000円、 
参事：45,000円、副参事：43,000円、 
課長：40,000円、室長・主査：35,000円、 
課長補佐：30,000円 

同じ  
水道  2,808千円

工水       0千円 

468,000円 

0円 

休日勤務手当 

祝日法における休日及び年末年始の休日に勤
務した場合に支給 
支給額＝1時間当たりの給与額×135／100× 
    勤務時間数 

同じ  
水道     0千円

工水      0千円 
 

夜間勤務手当 

正規の勤務時間として午後10時から翌朝午前
5時に勤務した場合に支給 
支給額＝1時間当たりの給与額×25／100× 
    勤務時間数 

同じ  
水道      0千円

工水      0千円 

－ 

－ 

単身赴任手当 
基本額23,000円に距離に応じ、6,000円から 

45,000円を加えた額 
同じ  

水道     0千円

工水      0千円 

－ 

－ 

災害派遣手当 

災害応急対策又は災害復旧のため派遣された

職員に対し、本市に滞在する期間、施設の区分

に応じ、3,970円／日～6,620円／日を支給。 

  
水道     0千円

工水      0千円 

－ 

－ 

管理職員特別 

勤 務 手 当 

管理職員が、臨時又は緊急の必要により、週休
日、休日、年末年始の休日に勤務した場合支給。 
部長～参事：8,000円／回 
副参事～主査：6,000円／回 
課長補佐：4,000円／回 
（勤務時間が6時間超の場合はそれぞれ 
150／100を乗じた額） 

同じ  
水道     0千円

工水      0千円 

－ 

－ 

 


